
金
滞
古
蹟
志
巻
占
ハ

や
き
は
ら
ひ
申
候
云
々
。
慶
長
七
年
三
月
廿
九
自
民
石
う
ら
村
之

内
三
わ
う
の
御
み
や
う
つ
し
の
時
、
御
せ
ん
ぐ
と
し
て
あ
ん
ぜ
ん

坊
、
石
う
ら
村
へ
御
出
候
一
民
々
、
と
載
せ
た
る
か
の
え
た
つ
の
年
は
、

天
正
八
年
左
り
。
此
の
年
春
柴
田
勝
家
・
佐
久
間
盛
政
等
、
加
賀
国
本

願
寺
波
賊
徒
征
伐
と
し
て
出
勢
、
閏
三
月
九
日
尾
山
落
城
の
時
、
兵

火
に
躍
り
た
る
も
の
也
。
然
る
を
世
治
り
、
慶
長
七
年
三
月
石
鴻
村

の
内
に
山
王
の
枇
を
再
興
し
遜
宮
せ
し
は
、
本
多
町
怠
る
枇
地
た
る

べ
し
。
此
の
頃
長
町
の
醤
位
地
は
既
に
藩
士
の
邸
地
と
成
り
し
故

K
.
石
浦
の
村
地
に
於

τ更
に
枇
地
を
定
め
、
一
位
殿
を
再
港
せ
し
た

る
べ
し
。
改
作
所
萄
紀
に
載
せ
た
る
寛
文
十
一
年
四
月
の
由
来
書

に
‘
石
浦
庄
内
上
石
浦
村
・
下
石
浦
村
・
保
島
村
・
笠
舞
村
・
木
新
保

村
・
今
市
村
・
し
め
の
村
.
七
村
之
住
人
氏
紳
と
仰
ぎ
‘
彼
地
に
在
住

之
人
々
子
v
今
参
詣
仕
。
然
る
に
先
年
故
安
易
殿
下
屋
敷
之
内
に
相
込

被
a
請
取
吋
一
然
共
往
古
よ
り
在
来
之
由
民
て
共
健
被
v
置
、
寛
永
年
中
に

再
興
之
刻
も
安
易
殴
へ
断
申
入
慮
、
可
ν
雰
如
=
前
々
を
辞
仰
.
治
普

致
し
罷
在
と
殺
せ
た
り
。
故
に
奮
藩
中
は
石
浦
村
山
王
地
主
権
現
と

稀
し
、
別
賞
を
ぽ
石
浦
村
慈
光
院
と
呼
べ
り
。
此
の
紳
枇
は
則
ち
城

内
の
産
土
一
脚
に
て
、
寛
延
二
年
の
由
来
書
に
も
、
首
位
山
王
櫨
現
は

永
元
年
山
崩
に
て
一
肱
殿
悉
〈
潰
れ
・
土
下
に
成
る
。
時
の
別
賞
再
興
の

傘
に
及
び
、
安
政
五
年
五
月
下
旬
よ
り
斧
斤
の
功
を
普
み
.
周
年
六

月
朔
拝
殿
治
替
桂
立
の
儀
式
を
た
し
、
遁
々
成
功
の
血
中
に
及
ぶ
と
い

へE
も
、
別
賞
失
錯
の
事
等
に
て
入
室
を
失
し
.
十
六
世
の
別
営
崇

飽
人
墜
を
得
、
遂
に
再
建
の
血
中
に
至
る
と
い
へ

E
も
、
鐙
力
中
遜
化

し
、
十
七
世
の
別
賞
盛
雅
完
治
二
年
別
賞
職
と
成
り
、
種
々
注
意
し

て
簿
成
の
功
を
途
げ
、
明
治
元
年
間
凶
月
七
日
選
宮
式
を
執
行
し
け

る
底
、
王
政
警
官
事
改
革
の
際
、
議
議
御
陵
止
の
皆
宜
下
あ

り
て
、
権
現
践
を
慶
し
‘
偽
体
・
悌
器
取
除
け
、
別
賞
盛
雅
同
年
十
二

月
復
飾
し

τ長
谷
勝
治
と
改
稿
し
、
長
谷
山
慈
光
院
の
鋭
を
鹿
し
、

更
に
石
浦
紳
枇
と
改
稿
あ
り
て
、
同
五
年
十
一
月
郷
祉
に
列
し
、
澗

官
・
伺
掌
を
置
か
る
。
然
る
に
蛍
祉
は
元
働
殿
遣
に

τ
不
都
合
た
る

の
み
た
ら
守
、
枇
も
僻
阪
た
る
に
依
っ
て
、
氏
子
協
議
の
上
同
十
二

年
四
月
移
綿
の
事
を
牒
廊
へ
上
申
せ
し
に
、
同
年
七
月
許
可
あ
り
て

庚
坂
下
沓
海
士
山
本
氏
の
奮
邸
地
へ
移
縛
し
、
土
地
を
平
均
し
P

位

殿
の
位
置
を
定
め
、
十
月
廿
目
地
銀
祭
を
注
し
、
十
三
年
四
月
十
二

日
本
殿
並
に
枇
務
所
遊
戯
曲
の
傘
に
及
び
‘
五
月
十
三
日
本
殿
趨
管
の

功
を
規
め
、
六
月
廿
二
日
正
殿
柱
建
‘
七
月
廿
四
日
釣
殿
柱
建
あ
り

企
部
古
蹟
志
品
智
大

石
浦
一
銀
惣
祉
に
て
、
山
王
之
奮
跡
に
候
薬
品
雲
襲
撃

様
・
飛
騨
守
様
並
御
姫
様
御
雨
入
、
賞
枇
へ
御
宮
参
被
v
遊
‘
松
雲
公

御
代
始
而
若
君
様
御
誕
生
之
閥
、
御
宮
参
之
御
使
者
相
立
候
底
、
共

澗
首
位
別
賞
高
野
山
ね
罷
越
勤
簡
単
中
に
て
就
無
位
.
一
柳
明
宮
へ
御
宮

参
被
v

遊
侠
由
代
々
僻
候
。
勿
論
松
窓
公
御
代
首
位
之
儀
御
簿
に
付
、

石
浦
郷
之
内
往
古
七
ク
村
之
地
氏
紳
等
之
儀
、
委
曲
鹿
安
四
年
・
明

暦
二
年
雨
度
審
上
げ
、
御
減
中
石
浦
之
郷
内
之
由
古
来
よ
り
所
持
仕

縁
起
並
七
夕
村
敷
地
之
給
固
に
相
見
h
申
候
と
殺
せ
た
り
。
卯
辰
観

音
院
山
王
枇
は
即
ち
首
位
石
浦
山
王
の
紳
盤
を
勧
諦
せ
し
祉
に

τ.

慶
藩
の
際
ま
で
卯
辰
山
主
を
ば
城
内
の
産
土
一
柳
と
た
し
、
盟
太
閣
の

宵
像
を
合
施
せ
ら
る
。
と
の
卯
炭
山
王
は
今
盟
国
一
脚
祉
と
縞
し
、
近

年
殿
町
へ
移
縛
せ
り
。
さ
て
石
浦
山
王
位
は
寛
永
十
八
年
三
月
本
多

安
房
守
政
重
.
金
二
百
雨
寄
附
あ
り
て
、
本
殿
九
尺
二
間
八
棟
治
に

港
管
せ
ら
れ
、
幕
五
張
・
提
灯
五
張
寄
附
あ
り
て
遜
宮
式
執
行
し
、
且

紳
供
米
と
し

τ毎
歳
米
三
拾
六
俵
奉
納
せ
ら
る
。
寛
文
三
年
七
月
二

代
安
易
守
政
長
よ
り
枇
殿
再
建
。
寛
政
丸
年
二
月
六
代
安
易
守
政
行

よ
り
枇
殿
再
建
。
文
政
元
年
山
主
枇
再
建
。
共
の
後
山
王
位
破
袋
、

本
地
観
音
堂
を
以

τ祉
殿
と
た
し
、
地
主
権
現
と
稽
す
e
然
る
に
嘉

τ
E殿
落
成
。
八
月
三
十
一
日
従
来
の
枇
殿
に
於
て
臨
時
祭
執
行

し
、
九
月
一
日
新
殿
へ
遜
座
、
同
年
十
二
月
十
日
奮
枇
地
の
拝
殿
を

取
段
ち
、
十
九
日
柱
建
、
十
四
年
三
月
落
成
し
‘
四
月
一
日
・
二
日
旋

賀
祭
を
執
行
す
。

。
宥
浦
柿
批
祭
神
考

奮
訟
に
回
〈
、
石
浦
の
祉
は
、
奮
競
石
浦
山
王
と
稽
し
‘
或
は
地
主

権
現
と
も
呼
ぺ
り
と
い
へ

E
も
.
是
皆
後
世
の
俗
穏
に
て
‘
延
菩
式

紳
名
授
に
載
せ
ら
れ
し
加
賀
郡
三
輪
紳
枇
是
也
と
云
ふ
。
平
衣
按
4
y

る
に
、
石
浦
郷
七
村
の
惣
祉
に
て
‘
醤
務
中
は
府
城
の
惣
巡
り
凡
そ
四

千
三
百
飴
戸
の
産
土
紳
に
て
、
金
滞
市
第
一
等
の
産
土
紳
な
れ
ば
、
式

内
三
輪
紳
枇
也
と
い
ふ
奮
設
さ
も
あ
る
ぺ
し
。
三
輪
紳
駐
は
惣
園
風

土
記
に
加
賀
郡
三
輪
紳
位
。
所
祭
大
己
資
命
也
。
敏
建
天
皇
凶
年
乙
未

八
月
始
g
・a圭
回
-
行
・
紳
事
吋
と
あ
り
て
、
共
の
創
立
は
詳
か
左
ら
宇
と

い
へ
ど
も
、
往
古
よ
り
の
奮
枇
た
る
事
知
ら
れ
け
り
。
今
石
浦
郷
の

地
、
石
川
郡
の
地
内
に
属
す
と
い
へ
ど
も
、
古
は
加
賀
郡
の
地
内
た

り
。
大
豆
田
浮
住
寺
記
K
.
文
保
二
年
大
乗
寺
二
世
塗
山
和
備
、
加

州
加
賀
郡
山
崎
村
に
七
堂
伽
藍
建
立
、
花
岡
帝
勅
額
を
賜
ひ
、
三
百

貫
の
地
を
寄
附
し
給
ふ
と
b
り
て
、
共
の
寺
地
は
小
立
野
修
理
谷
坂




